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 次のとおり、公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者を選定し随意契約の相手

方の候補者とする手続（以下「公募型プロポーザル方式」という。）を実施する。 

 

 令和８年５月29日 

                                            北空知地域公共交通活性化協議会 

 会長 伊藤 洋史  

 

１ 公募型プロポーザル方式に付す事項 

（１）業務名 

   北空知地域公共交通利便増進計画策定支援委託業務 

（２）業務の目的及び概要 

   別紙「北空知地域公共交通利便増進計画策定支援委託業務公募型プロポーザル企画提案指示書」のとおり。 

（３）履行期間 

   契約締結の日から令和９年（2027年）３月31日（水）まで 

 

２ 公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格 

（１）複数の法人による連合体（以下「コンソーシアム」という。）、単独法人（参加表明書提出時点で法務局

等に登記申請中の法人を含む）又は法人以外の団体であること。 

（２）コンソーシアムの構成員及び単独法人又は法人以外の団体は、次の要件を全て満たしていること。 

ア 道内に本社若しくは事業所等（本事業を実施するために設置する場合も含む。）を有する法人、又は特

定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人であること。ただし、 宗教活

動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団又は暴力団員の統制下にある法人を除く。なお、コンソー

シアムの場合は、半数以上の構成員の本社又は事業所が道内に所在し、代表となる構成員の本社又は事業

所が道内に所在すること。 

イ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者でないこと。 

ウ  地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 

エ 北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成４年９月11日付け局総第461号）に準じ、 

同要領第２第１項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名停止を受けたが、既にその停 

止の期間を経過していること。 

オ 暴力団関係事業者等でないこと。また、暴力団員関係事業者等であることにより、道が行う競争入札へ 

の参加を除外されていないこと。 

カ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

（ア）道税（個人の道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

（イ）本社が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。） 

（ウ）消費税及び地方消費税 

キ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を除く。） 

（ア）健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

（イ）厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出 

（ウ）雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

ク コンソーシアムの構成員が単独法人、法人以外の団体又は他のコンソーシアムの構成員として、このプ 

ロポーザルに参加する者でないこと。 

 



３ 企画提案の審査基準 

企画提案は、次の項目を審査し、総合的に判断する。 

（１）実施体制・業務遂行能力 

ア 業務を遂行する上で、必要な専門知識・技術を有し、十分な業務処理体制が整っているか。 

イ 過去の業務実績等から当該業務を遂行することが期待できるか。 

（２）企画提案内容 

ア 北空知地域の実情を反映させた提案となっているか。 

イ 地域交通の利便増進に向けて、具体的・実効的な検討方法が示されているか。 

ウ 計画策定を円滑に進めるための委託者に対する支援方法が適切かつ効果的か。 

 

４ 手続き等 

（１）提出先等 

〒068-8558 北海道岩見沢市８条西５丁目 

北空知地域公共交通活性化協議会事務局 

北海道空知総合振興局地域創生部地域政策課地域振興係 担当：松本 

電話番号  0126-20-0146（直通） 

ＦＡＸ番号 0126-25-8144 

（２）参加資格の審査 

ア 公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は、次の（ア）から（エ）までに定めるところにより、

２に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 

（ア）申請期限 令和８年（2026年）６月11日（木）17時（必着） 

（イ）申請方法 所定様式「参加表明書」及びその添付書類を持参又は郵送（特定記録、一般書留、簡易書 

留のいずれか）により提出（持参の場合は平日の９時から17時まで） 

（ウ）申請場所 上記（１）担当部局に同じ。 

（エ）提出部数 １部 

イ 様式の交付 

（ア）上記（１）にて直接交付（平日の９時～17時） 

（イ）北海道空知総合振興局ホームページからダウンロード 

https://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/257023.html 

ウ 審査を行ったときは、審査結果を通知する。 

（３）企画提案書の提出期限、提出方法及び提出場所 

ア 上記（２）の参加資格を有すると認めた者は、企画提案書を提出できる。 

（ア）提出期限 令和８年（2026年）６月18日（木）15時まで（必着） 

（イ）提出方法 所定様式「企画提案書」及びその添付書類を持参又は郵送（特定記録、一般書留、簡易書 

留のいずれか）により提出（持参の場合は平日の９時から17時まで） 

  （ウ）提出部数 ８部 

（ウ）提出場所 上記（１）担当部局に同じ。 

イ 様式の交付 

（ア）上記（１）担当部局にて直接交付（平日の９時～17時） 

（イ）北海道空知総合振興局ホームページからダウンロード 

    上記（２）イ（イ）と同じ。 



５ 企画提案書の作成上の留意事項 

別紙「北空知地域公共交通利便増進計画策定支援委託業務企画提案書作成要領」（以下「企画提案書作成要

領」という。）を参照のこと。 

 

６ 最良の提案をした者の選定方法 

プロポーザル審査会において、企画提案者から企画内容、考え方の説明（ヒアリング）を受け、３の審査基 

準に基づき審査し、最良の提案をした者を１者選定する。 

ヒアリングの日時及び場所は別途通知することとし、企画提案書の提出が多数ある場合には、審査会におい

て、企画提案書の内容の審査及び評価を行い、当該業務の内容に適すると認められるおおむね10程度のヒア

リング審査参加者を選定する。 

 

７  委託契約の方法及び根拠 

（１）契約方法 

随意契約 

（２）契約相手方の選定 

令和８年４月１日に廃止されたJR留萌本線の代替交通を始め、北空知地域の地域公共交通が様変わりし 

ていることから、利便性の高い地域公共交通を持続的に確保するため、適切な分析に基づき計画策定を行う 

必要があり、交通分野に関する高度な専門知識と豊富な経験に基づく分析・企画力を必要とすることから、 

より効果的で最適な処理方法や成果水準、具体的な仕様をあらかじめ設定することができず、契約に係る仕 

様を具体的に提示することは困難である。 

このため、限られた予算の範囲内で最大限の成果をあげるためには、予算上限額を提示した上で、事業の 

趣旨を理解し、高度な専門的知識や技術等を持つ意欲ある事業者から企画提案を求め、提案のあったものか

ら、より優れた企画提案を選定することが最適と判断されるため、公募型プロポーザル方式を採用する。 

（３）根拠法令 

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号（契約の性質又は目的が競争入札に適しないもの）及び北海 

道財務規則運用方針第６章第３節関係１（２）（契約の目的物が代替性のないものであるとき。）を準用し、 

随意契約とする。 

 

８ 契約書及び業務処理要領 

選定された企画提案書を作成した者に対して別途作成し、提示する。 

 

９ 契約に関する基本事項 

締結する委託契約については、次の事項を基本とする。 

（１）提案内容の修正 

採択された企画提案の内容は、契約締結時に修正、変更が加えられる場合がある。 

（２）見積書の提出 

プロポーザル審査会で選定された企画提案者に対して、所定の手続を経た上で、当該事業に関する見積書 

の提出を依頼する。 

（３）契約保証金 

契約金額の100分の10以上とするが、免除する場合がある。 

（４）再委託の禁止 

業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 

（５）成果物及び構成素材に関わる知的財産権等の取扱い 

成果物及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉、処理は受託者が納品前に処 



理を行うこととし、その経費は委託費に含む。 

なお、本事業に関する著作権（制作過程で作られた素材等の著作権も含む。）その他の権利は、全て北空 

知地域公共交通活性化協議会に帰属するものとする。 

 

10 その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本円 

（２）無効となる参加表明書又は企画提案書 

ア 提出期限、提出場所、提出方法に適合しないもの。 

イ 企画提案書作成要領に指定する作成様式及び作成上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

オ 虚偽の内容が記載されているもの。 

（３）企画提案参加者及び企画提案の非選定通知 

企画提案参加者として選定されなかった者及び企画提案参加者のうち企画提案内容を選定されなかった 

者に対して、その旨を書面により通知する。 

（４）留意事項 

ア 企画提案書の作成・提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

イ 企画提案書のヒアリングに参加しなかった場合の企画提案は無効とする。 

ウ 提出された参加表明書は、企画提案参加者の選定以外に、また、企画提案書は企画提案書の選定以外に 

は、提出者に無断で使用しない。 

エ 提出された書類は、企画提案参加者及び企画提案書の選定を行う作業に必要な範囲又は返却する場合に 

おいて、複製を作成する。 

オ 提出期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

カ 提出された参加表明書及び選定された企画提案書は返却しない。ただし、選定されなかった企画提案書 

は、企画提案書の提出時に返却を希望した者に限り返却する。 

キ 審査結果及び特定者名は、公表する。 

ク 公正性、透明性、客観性を期するため、提出された企画提案書を公表することができるものとする。 

ケ 企画提案書作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表、使用することはできない。 


